
　　審査期間：　　受付から概ね30日程度

※市長が支障がないと認める場合

※必要に応じ、変更許可等

　 の手続き

【公共施設等の帰属がある場合】

※完了告示の翌日

※完了告示の翌日

※開発許可は、恵庭市長許可の他、北海道知事許可の場合もあるので事前に相談のこと。

別紙-④

別紙-①

建築等承認申請

(法第37条)

公共施設 段階確認

公共施設完了検査確認書　取り交わし・提出

登記完了証

公共施設 引継通知書

(法第36条)

(法第36条)

(法第36条)

開発行為 完了検査

公共施設無償提供申出書 提出 受　理

検査済証 発行

完了告示

別紙-③

登記原因証明情報兼登記承諾書(写)所有権移転登記

受　領

公共施設管理者 事　　業　　者

造成工事

工事完了届出書

公共施設 完了検査 受検

他法令　協議

公共施設 協議

公共施設 完了検査

開発行為許可標識 設置

工事着手届 提出

防災工事完了届出書

建築工事着手

別紙-②

企画振興部まちづくり推進課

開発行為　不要

開発行為　必要

≪ 事 前 相 談 ≫

申請書　受理

事前協議書　審査

受　付

事前協議書　回答

開発許可申請

についての協議(資料-1)

公共施設管理者の同意及び協議

(法第32条)(資料-2)

事前協議書　提出

調査・設計

他法令の許認可の有無及び基準等

受　理

受　理

受　理

都市計画法第29条許可

申請書　審査

申請書　受理

不承認承　認

受　理　・　現場確認(検定)



【資料－１】主な法令

・ 国土利用計画法 ・ 河川法

・ 自然公園法 ・ 普通河川に関する条例

・ 北海道立自然公園条例 ・ 砂防法

・ 自然環境保全法 ・ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に

・ 環境影響評価法 関する法律

・ 北海道環境影響評価条例 ・ 土砂災害防止法

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・ 港湾法

・ 浄化槽法 ・ 漁港漁場整備法

・ 水道法 ・ 宅地造成等規制法

・ 大気汚染防止法 ・ 建築基準法

・ 水質汚濁防止法 ・ 文化財保護法

・ 騒音規制法 ・ 公有水面埋立法

・ 振動規制法 ・ 地すべり等防止法

・ 特定工場における公害防止組織の整備に ・ 海岸法

関する法律 ・ 航空法

・ 北海道公害防止条例 ・ 消防法

・ 工場立地法 ・ 都市公園法

・ 農業振興地域の整備に関する法律 ・ 景観法

関する法律 ・ 屋外広告物条例

・ 農地法 ・ 恵庭市漁川流域に係る水道水源の水質の

・ 道路運送法 保全に関する条例

・ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 ・ 恵庭市水と緑のまちづくり推進条例

・ 森林法 ・ 北海道自然環境等保全条例(特定の開発行為)

・ 都市計画法(第29条関係以外) ・ 土壌汚染対策法

・ 風致地区内建築等規制条例 ・ 無電柱化の推進に関する法律

・ 国有財産法 ・ その他関係法令

・ 道路法

【資料－2】公共施設管理者及び協議先〈例〉

・ 道路 ：建設部管理課　　※国道・道道は各道路管理者

・ 公園・緑地・広場 ：建設部管理課

・ 上水道 ：水道部上水道課

・ 下水道 ：水道部下水道課

・ 河川 ：各河川管理者

・ 防犯灯 ：生活環境部市民生活課

・ 騒音・振動・汚染 ：生活環境部環境課

・ 消火設備等 ：消防署

・ 埋蔵文化財 ：郷土資料館

・ 森林、農振農用地 ：経済部農政課

・ 農地転用 ：農業委員会

・ 工場立地法 ：経済部商工労働課

・ 用排水路 ：恵庭土地改良区

・ その他 ：電気事業者(北電等)、電気通信事業者(NTT等)、鉄道事業者(JR北海道等)、

　有料道路事業者(NEXCO東日本等)、ガス事業者(北ガス等)　等


